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１．監査の対象

　本年度の定期監査は、各部（所）等及び各行政委員会のうち、次に掲げる課等を

対象に実施した。

２．監査の期間

３．監査の範囲

　本年度４月１日から９月３０日までに執行された事務事業を対象に、関係法令、

条例等に基づき適正かつ効率的に実施されているか、以下の事項を主な視点として

行った。

職員体制（配置）の運用及び服務が適切に行われているか（非常勤職員を

含む。）。

歳入、歳出予算等の執行の手続きが適正に行われているか。

契約事務が関係法令等に基づき適正に執行されているか。

補助金等の事務手続きが要綱等に基づき適正に行われているか。

施設の維持管理等（指定管理施設を含む。）が適法かつ適切に行われてい

るか。

財産の取得、処分及び施設備品等の管理が適正に行われているか。

関係事務が法令等に基づき適切に処理されているか。

決算時等の指摘事項等が改善されているか。

平成28年度定期監査結果報告

部課等の名称 監査日時 監査場所

　総務部　　　総合政策課 　11月４日（金）13:00 ～ 　本庁舎

　総務部　　　内陸線再生支援室 　11月４日（金）10:00 ～ 　本庁舎

　市民生活部　生活課 　10月31日（月）10:00 ～ 　本庁舎

　健康福祉部　医療健康課 　11月７日（月）10:00 ～ 　保健センター

　産業部　　　農林課 　11月９日（水）10:00 ～ 　森吉庁舎

　建設部　　　都市計画課 　11月２日（水）10:00 ～ 　森吉庁舎

　施設監査 　11月10日（水）10:00 ～ 　対象施設

平成 28年 10月 31日 から 平成 28年 12月 15日 まで

（１）

（８）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）
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４．監査の方法

　対象の所管課等に対しあらかじめ監査調書及び関係資料の提出を要請した上で、

出席職員に対し説明を求め、監査途上にあっては関係書類等の提示、確認を求める

とともに、一部施設の現場状況を踏まえ監査を実施した。

５．監査の結果

　監査の結果、加速的な少子高齢化や過疎化現象が進行する中、主要事業をはじめ

計画された各種事務事業は着実に進行されており、財務に関する事務の執行につい

ては、おおむね適正に処理されているものと認められた。

　以下、今後の事務事業における適正かつ効率的な執行が確保されるという観点か

ら、改善及び検討が必要とされる事項を付記する。

　なお、事務処理上の軽微な誤りや不備な事項等については、監査の過程において

その都度関係職員に対し改善及び検討を求めたほか、監査終了後に関係部課長等に

講評したので記述を省略する。

１）　職員体制（配置）や運用については、職員が年次減少している中で非常勤職

員の配置や施設の委託管理、システム導入などの運用が図られ、事務事業がお

おむね良好に進行していることを確認した。今後も有資格職員や専門職員の確

保をはじめ職員のスキルアップにより、市民サービスの維持向上に向け適切な

運用となるよう期待する。

　なお、職員の管理運用については、一部の職員において特定、固定的な時間

外勤務が引続き見受けられたことから、職員の健康管理を含め、管理職員の勤

務命令のあり方に関し徹底を図られたい。

２）　歳入歳出に関する予算執行の手続き等については、一部の収入において事後

調定や窓口受領後の入金手続きに関し改善を要するものが見受けられたものの、

おおむね適正に処理されていたものと判断した。

３）　契約事務における工事、委託及び物品購入に関する起工、入札等の執行手続

きについては、財務規則等の規定に基づきおおむね適正に処理されているもの

と判断した。

　なお、施設の維持管理等の業務委託に関する年度切替え時の契約のあり方に

ついては、今後のスムーズな業務運用に向け検討課題とされたい。

【　総　括　】
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４）　市単独補助金等（負担金を含む。）については、交付要綱等に基づく事務手

続きが適正に行われていたものと認められたが、補助金等の交付に関し、対象

基準や根拠規定のないものが散見されたため、公金支出における妥当性の確保

の観点から改善を求めたい。

５）　施設の維持管理等については、対象施設における維持管理をはじめ、指定管

理施設における年度協定等の所定の手続きがおおむね適切に行われていたもの

と判断した。

　しかしながら、近年の加速的な人口減少に伴う過疎化現象の進行や社会情勢

の変化などにより、農林業施設及び市営住宅に未使(利)用・低使(利)用（以下

「未使用等」という。）施設が発生していることから、施設の老朽度や今後の

利活用の動向を勘案し、抜本改良、転用、廃止解体等の方針決定及び計画対応

が期待される。

６）　財産の取得、処分及び施設備品等の管理については、一部、寄贈品等の管理

取扱いについて課題も見受けられたが、おおむね適正に管理されているものと

判断した。

７）　関係法令等に基づく事務事業の執行については、おおむね適正に行われてい

たものと認められた。

　なお、市営墓園における使用料及び墓地管理料の地域差については、合併後

の平準化に関する経過や推移等を勘案した対応を要するものと考察する。

　また、市営住宅退去者の明渡し時の修繕費用負担に関する取扱いについては、

社会情勢や動向を踏まえた基準の改定、整備により適切な運用に努められたい。

８）　決算時等の指摘事項については、未収金対策、職員の勤務命令の取扱い、老

朽施設等の対応などの取組み途上であり、特に記載すべき指摘事項はない。

 （１）対象部署：総務部　総合政策課

１．　市の指定管理者制度の運用の指針とされている「北秋田市指定管理者制度運

用に関するガイドライン」については、近年の社会情勢の変化や制度等の改定

などの進展に即した迅速な改定及び運用に取組まれるとともに、内部での情報

共有に努められたい。

【監査対象課別所見事項】
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 （２）対象部署：総務部　内陸線再生支援室

１．　職員体制（配置）の運用については、県・二市の職員編成による内陸線再生

支援室（７名中本市職員３名）を開設し、内陸線支援に関わる各種イベント、

事業等の創出支援、事務などを広く担っている。今後も地域交通としての鉄道

経営の安定性の確保と内陸線沿線地域の活性を図るため、団体乗車等の実績の

向上に向けた活動、実践への取組みが期待されているものと考察する。

　また、職員の勤務時間について、一部の職員にタイムカードの手書きが散見

され、記載と異なる振替休暇の取得も見受けられたことから、管理職員の勤務

管理について適正化に努められたい。

（３）対象部署：市民生活部　生活課

１．　歳入予算の執行手続きにおいて、軽微ながら収入の事後調定が見られた。

　また、窓口で収納した手数料等について、金融機関への速やかな入金を励行

されたい。

２．　契約事務の執行手続きについては、財務規則等の規定に基づきおおむね適正

に処理されているものと判断したが、鷹巣斎場火葬等業務委託、クリーンリサ

イクルセンター焼却施設運転管理業務委託、資源ごみ等引取及び処理委託に係

る年度切替え時の契約(２ヶ月の随意契約)のあり方については、今後のスムー

ズな業務運用に向け検討課題とされたい。

３．　北秋田市墓園条例で定める使用料及び墓地管理料の地域差については、合併

後の平準化に関する経過や推移等を勘案し、検討を要するものと考察する。

（４）対象部署：健康福祉部　医療健康課

１．　保健活動の推進について、広範な各種健（検）診の受診啓発や実施後のフォ

ローアップ業務等に尽力しているが、近年の成人健（検）診の受診動向にあっ

ては、地域差もあるものの全体的に年次低下傾向にある。特に、特定検診の受

診率は、25年度が28.4％、26年度は27.8％、27年度は26.1％と低下している。

諸般の事由による保健協力員の委嘱控えや地域環境等の事情もあると思慮され

るが、市民の健康生活のサポートに向けて受診率向上（目標値50％）に努めら

れたい。
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（５）対象部署：産業部　農林課

１．　近年の加速的な人口減少に伴う過疎化現象の進行や社会情勢の変化などによ

り、未使用等の施設が発生している。林業研修センターをはじめ農林漁業体験

実習館、肉用牛育成牛舎など、施設の老朽度や今後の利活用の動向を踏まえ、

施設の改良転用、廃止解体、売却等について方針決定に基づく計画対応が求め

られる。

２．　沢口林業センターの資料展示室に保管する寄贈品等の備品に類する展示物に

ついて、一部、経年劣化や利活用動態の見受けられないものがあることから、

検証の上適切な対応が求められる。

３．　農村公園の管理運営については、おおむね良好に行われているものと認めら

れたが、一部の設備（遊具等）において老朽化の進行が見られることから、こ

れまでの利活用実態や今後の動向を勘案し対応が求められる。

４．　職員の管理運用については、おおむね良好に運用されているものと考察した

が、一部の職員に突出した時間外勤務が見受けられたことから、職員の健康管

理面を含め、管理職員の勤務命令のあり方について改善に努められたい。

５．　特別導入事業基金の運用について、近年の畜産経営を取巻く環境や社会情勢

の変化もあり利用実態が見受けられないことから、利用者ニーズの把握や今後

の動向に照らし、制度の要件等に関する検討が必要であると考察する。

（６）対象部署：建設部　都市計画課

１．　近年の加速的な人口減少に伴う過疎化現象の進行や社会情勢の変化などによ

り、未使用等の施設が発生しており、市営住宅においては、老朽度や劣化をは

じめ立地環境、入居者等の実態や動向に応じ、施設管理計画など方針決定のも

とで売却等を含めた適切な対応が求められるものと考察する。

　なお、サンコーポラスなかたい住宅の入居率の低迷については、利用者の利

便性確保の観点からも、エレベーター導入等の施設改善を要するものと思慮す

る。

２．　市営住宅退去者の明渡し時の住宅修繕費用負担に関する取扱いについて、社

会情勢や動向の変化等を踏まえ、「住宅退去時修繕費用負担に関する基準」の

改定、整備により運用の適正化に努められたい。

３．　会計検査院の指摘補正に関する取扱いについては、予算執行等において遺漏

のないよう十分精査、検討の上対処されたい。
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４．　職員の管理運用については、おおむね良好に運用されているものと考察した

が、一部の職員に固定的な時間外勤務が見受けられたことから、管理職員によ

る職員の管理運用と勤務命令のあり方について改善に努められたい。
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平 成 28 年 度 定 期 監 査 資 料 編

基準日 平成28年9月30日
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職員の配置・事務分担状況

※ 当課は、政策係及び広報係で構成されている。

①

②

給料、職員手当等及び共済費を除く。

契約締結状況

　

%

%

広報公聴費

87,344,000 13,583,976 2,846,909 73,760,024 15.6

18,184,000 8,894,725 5,408,845

8,248,674

計 4 4,908,600

4,908,600

区　　分 契約額合計

1,342,592 50.8

5 統計調査費

予　　　算　　　科　　　目
予算現額 執行額

（支出負担行為額）
支出済額 予算残額 執行率

款

6,497,184 9,045,326

1

地方交通対
策費

9,289,275

47.7

48.9 %

%

統計調査総
務費 33,000

%

（注）

合　　　　　　　　　　　計 125,586,000 32,115,783 16,141,346 93,470,217 25.6

項 目

17,294,000
2 総務費 1 総務管理費 3

10

8 企画費

0 0 33,000 0.0

総務費委託金

合 計 29,945,000 2,642,239 2,627,239 8.8% 99.4%

歳 出 （単位：円、％）

25,601,000 361,800 346,800 1.4% 95.9%

3,815,000 2,280,439 2,280,439 59.8% 100.0%

執行率

総務費県補助
金 529,000 0 0

款 項 目 対予算 対調定
15 県支出金 2 県補助金 1

90 4

3

52

0 2

（単位：人）

区分 課長
主幹
（係長）

主幹 副主幹 主査 非常勤参事 計主任 主事

（1） 総務部　総合政策課

1.

00

1

4

予　　　算　　　科　　　目
予算現額 調定額 収入済額

20 諸収入 5 雑入 3

3 県委託金 1

雑入

人数 1 2 0

（単位：件、円）

3.

広報係 1 2

2政策係

2. 歳入・歳出予算執行状況

歳 入 （単位：円、％）

%
2 指定統計調
査費 2,731,000 1,388,408 1,388,408

備　　　　　考

一般会計

契約件数
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① 発注形態別内訳

② 業務（工事）等の完了別内訳

財政的援助状況

指定管理業務状況 （平成27年度指定管理業務）

該当なし

5.

4.

（単位：件、円）

補助金等交付件数 交付総額 主 な も の

14 3,641,473

上
記
の
内

238,000

3,403,473

新規

継続

3

11
代替タクシー運行費補助金　484,700

マイタウンバス運行費補助金　2,260,233

主　な　も　の

北秋田市移住ＰＲ動画制作業務委託　991,440

区　　　　　分

（単位：件、円）

（単位：件、円）

一般（又は指名）競争入札によるもの

随意契約によるもの

計

区　　　　　分

完成（完了）済のもの

未完成（未完了）のもの

計

1,973,160

契約額

2,935,440

4,908,600

2,935,440

4,908,600

件数

1

3

4

件数

1

3

4

契約額

1,973,160

主　な　も　の

阿仁定住促進住宅改修工事　1,973,160

北秋田市移住ＰＲ動画制作業務委託　991,440

阿仁定住促進住宅改修工事　1,973,160
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職員の配置・事務分担状況

①

②

給料、職員手当等及び共済費を除く。

契約締結状況

　

① 発注形態別内訳

主査 主任 主事 非常勤 計

（2） 総務部　内陸線再生支援室

1.

（単位：人）

区分 室長
主幹
（係長）

主幹 参事 副主幹

1 1 0 0 3人数 1 0 0 0 0

1 1 3内陸再生支援室 1

2. 歳入・歳出予算執行状況

歳 入 （単位：円、％）
予　　　算　　　科　　　目

予算現額 調定額 収入済額
執行率

総務費県補助
金 30,000,000 30,000,000 30,000,000 100.0% 100.0%

款 項 目 対予算 対調定
15 県支出金 2 県補助金 1

24,430 29.1% 81.2%

840,000 264,619 207,399 24.7% 78.4%

5 雑入 3

20 諸収入 4 受託事業収入 1 総務費受託事
業収入

21 市債 1 市債 1 総務債

雑入
84,000 30,103

合 計 140,924,000 30,294,722 30,231,829 21.5% 99.8%

110,000,000 0 0

歳 出 （単位：円、％）
予　　　算　　　科　　　目

予算現額 執行額
（支出負担行為額）

支出済額 予算残額 執行率
款

169,137,000 150,107,381 146,692,323 19,029,619 88.7 %

項 目
2 総務費 1 総務管理費 10 地方交通対

策費

%

（注）

3.

（単位：件、円）

区　　分 契約件数 契約額合計 備　　　　　考

合　　　　　　　　　　　計 169,137,000 150,107,381 146,692,323 19,029,619 88.7

計 2 5,929,000

（単位：件、円）

一般会計 2 5,929,000

区　　　　　分

一般（又は指名）競争入札によるもの

随意契約によるもの

計

契約額

5,929,000

5,929,000

主　な　も　の

秋田内陸線駅前地域活性化事業業務委託

　　5,929,000（2件）

件数

2

2
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② 業務（工事）等の完了別内訳

財政的援助状況

指定管理業務状況 （平成27年度指定管理業務）

該当なし

5.

4.

（単位：件、円）

補助金等交付件数 交付総額 主 な も の

4 143,515,200

上
記
の
内

新規 1 127,900

継続 3 143,387,300
秋田内陸線運営費補助金　119,700,000

（負担割合200,000,000-500,000（上小阿仁村）×0.6）

契約額

5,929,000

5,929,000

主　な　も　の

秋田内陸線駅前地域活性化事業業務委託

　　5,929,000（2件）
未完成（未完了）のもの

（単位：件、円）

計

件数

2

2

区　　　　　分

完成（完了）済のもの
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職員の配置・事務分担状況

※ 当課は、地域推進係、環境係及びクリーンリサイクルセンターで構成されている。

①

5.6% 50.0%
20 諸収入 4 受託事業収入 3 衛生費受託事

業収入 139,213,000 15,703,000 7,851,500

合 計 2,934,661,000 35,766,631 25,198,731 0.9% 70.5%

衛生費
1,947,500,000

16 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入
12,000 12,133 12,133 101.1% 100.0%

5 雑入 3 雑入
12,147,000 5,071,978 4,861,978 40.0% 95.9%

17 寄付金 1 寄付金 1 寄付金
950,000 550,000 0

0 0

100.0% 100.0%

15 県支出金 2 県補助金 5 商工費県補助
金 2,065,000 2,065,000 0

3 国庫委託金 1 総務費委託金
19,000 19,000 19,000

主査 主任 主事 非常勤 計

（3） 市民生活部　生活課

1.

（単位：人）

区分 課長
主幹
（係長）

主幹 参事 副主幹

2,166,080 76.8% 98.4%

1 1 1 5地域推進係 1 1

4 1 2 9 25人数 1 3 0 1 4

2. 歳入・歳出予算執行状況

歳 入 （単位：円、％）
予　　　算　　　科　　　目

予算現額 調定額 収入済額
執行率

3 8 14
クリーンリサイクル

センター
1 1 1

衛生手数料
2,821,000 2,200,750

総務使用料
27,000 18,000 18,000 66.7% 100.0%

款 項 目 対予算 対調定
13 使用料及び手
数料

1 使用料 1

3 衛生使用料
20,006,000 9,961,170 10,105,940 50.5% 101.5%

0 0

302,000 165,600 164,100 54.3% 99.1%

21 市債 1 市債 3

2 手数料 1 総務使用料

3

14 国庫支出金 2 国庫補助金 3 衛生費国庫補
助金 809,599,000

2 1 1 5環境係 1
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②

給料、職員手当等及び共済費を除く。

契約締結状況

　

① 発注形態別内訳

（注）

3.

（単位：件、円）

区　　分

27.5 %

2 上水道費
172,000 0 0

9 消防費 1 消防費 3 災害対策費
376,000 244,592 244,592 131,408 65.1 %

13,249,000 90.5 %

4 クリーンリサイク
ルセンター費 3,143,789,000 3,066,398,605 54,542,662 77,390,395 97.5 %

7 商工費 1 商工費 3 消費者行政
推進費 2,243,000 616,266 616,266

199,103,000 0.0 %

172,000 0.0 %

1,626,734

3,559,541 3,745,149 75.6 %

3 墓園管理費
1,445,000 1,284,086 479,000

%

4 水道費 1 簡易水道費
199,103,000 0 0

2 塵芥処理費
92,321,000 91,267,988 37,800,054

4 衛生費 2 衛生費 1 環境衛生総
務費 86,676,000 42,957,157 42,360,025 43,718,843 49.6 %

項 目
2 総務費 1 総務管理費 9 自治振興費

歳 出 （単位：円、％）
予　　　算　　　科　　　目

予算現額 執行額
（支出負担行為額）

支出済額 予算残額 執行率
款

18,051,000 11,404,394 9,643,994 6,646,606 63.2 %
16 交通安全対
策費

22,510,000 7,843,945 4,751,945 14,666,055 34.8 %

88,657,000

332,000 6,400 6,400
18 諸費

6,516,292 36.4 %
17 防犯対策費

%

10,251,000 3,734,708 3,067,580

%

4 斎場管理費
15,338,000 11,592,851

3,735,988,000 3,364,858,573 246,430,148 371,129,427 90.1

2 公害対策費

936,979 47.7
3 清掃費 1 清掃総務費

1,790,000 853,021 665,529

160,914 88.9

1,053,012 98.9

3 し尿処理費
139,868,000 126,619,000

3,142,295,870

%

計 26 3,142,295,870

（単位：件、円）

一般会計 26

契約件数 契約額合計 備　　　　　考

合　　　　　　　　　　　計 %

1,723,000 35,560 35,560 1,687,440 2.1 %

325,600 1.9

契約額

34,849,670

3,142,295,870

主　な　も　の
鷹巣地区家庭ごみ収集運搬業務　　　　　　　　　52,358,400
阿仁地区家庭・公共施設ごみ収集運搬業務　　25,617,600
ｸﾘｰﾝﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰｴﾈﾙｷﾞｰ回収推進施設建設工事設計・施工監理業務

18,354,600
ｸﾘｰﾝﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰｴﾈﾙｷﾞｰ回収推進施設建設工事

2,958,120,000

3,107,446,200

区　　　　　分

随意契約によるもの

計

件数

26

13

一般（又は指名）競争入札によるもの 13
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② 業務（工事）等の完了別内訳

財政的援助状況

※ 補助金等交付件数は、交付事業（種別）件数を記載

指定管理業務状況 （平成27年度指定管理業務）

指定管理料支払対象施設 1

指定管理者納付金対象施設 0

①北秋田市湯口内集会所

②北秋田市小渕集会所

③新屋敷会館

4.
（単位：件、円）

補助金等交付件数 交付総額 主 な も の

（単位：件、円）

指定管理施設件数 指定管理料総額 備 考

10 200,000

指定管理者納付金総額

0

（単位：件、円）

施 設 所 在 地 北秋田市阿仁水無字湯口内255番地1

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)

5.

20 137,267,900

上
記
の
内

新規 2 1,007,000

継続 18 136,260,900

指 定 管 理 者 名 称 湯口内自治会 所在地
北秋田市阿仁水無字湯口内
72番地3

施 設 所 在 地 北秋田市阿仁小渕字小渕23番地2

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 小渕自治会 所在地
北秋田市阿仁小渕字小渕9
番地

施 設 所 在 地 北秋田市坊沢字福田68番地

指 定 管 理 期 間 平 成 21 年 1 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (9年間)

指 定 管 理 者 名 称 新屋敷自治会 所在地
北秋田市坊沢字水上沢29番
地2

北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合負担金　42,020,000

北秋田市周辺衛生施設組合負担金　88,657,000

契約額

30,698,870

3,142,295,870

ｸﾘｰﾝﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰｴﾈﾙｷﾞｰ回収推進施設建設工事設計・施工監理業務

主　な　も　の

鷹巣地区家庭ごみ収集運搬業務　　　　　　　　　52,358,400

阿仁地区家庭・公共施設ごみ収集運搬業務　　25,617,600

区　　　　　分

完成（完了）済のもの

計

件数

11

26

18,354,600

ｸﾘｰﾝﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰｴﾈﾙｷﾞｰ回収推進施設建設工事

2,958,120,000

未完成（未完了）のもの 15 3,111,597,000

－14－



④米内沢本郷会館

⑤小森自治会館

⑥あけぼの町町内会館

⑦上小様自治会館

⑧北秋田市荒瀬地区コミュニティセンター

⑨北秋田市新屋布コミュニティセンター

⑩北秋田市中村地区コミュニティセンター

※①から⑨については指定管理料なし

施 設 所 在 地 北秋田市米内沢字寺ノ上3-1・13-1番地

指 定 管 理 期 間 平 成 22 年 7 月 1 日 ～ 平成 32 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 米内沢本郷会 所在地
北秋田市米内沢字ヲッコ沢
85番地1

施 設 所 在 地 北秋田市小森字小森14番地

指 定 管 理 期 間 平 成 25 年 4 月 1 日 ～ 平成 35 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 小森自治会 所在地
北秋田市小森字小森101番
地

施 設 所 在 地 北秋田市栄字中綱120番地21

指 定 管 理 期 間 平 成 27 年 4 月 1 日 ～ 平成 37 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 あけぼの町町内会 所在地 北秋田市栄字前綱112番地8

施 設 所 在 地 北秋田市阿仁小様字塚ノ岱上ミ岱64番地3　外

指 定 管 理 期 間 平 成 27 年 4 月 1 日 ～ 平成 37 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 上小様自治会 所在地
北秋田市阿仁小様字塚ノ岱
下モ岱40番地2

施 設 所 在 地 北秋田市阿仁荒瀬字中野93番地3

指 定 管 理 期 間 平 成 23 年 4 月 1 日 ～ 平成 33 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 荒瀬自治会 所在地
北秋田市阿仁荒瀬字段ノ上
61番地

指 定 管 理 者 名 称 新屋布自治会 所在地
北秋田市小又字新屋布17番
地

施 設 所 在 地 北秋田市阿仁中村字水上沢9番地

指 定 管 理 期 間 平 成 25 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (5年間)

指 定 管 理 者 名 称 中村自治会 所在地
北秋田市阿仁中村字戸草沢
58番地

施 設 所 在 地 北秋田市小又字寺ノ下24番地1

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)
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職員の配置・事務分担状況

※ 当課は、地域医療対策室及び健康推進係で構成されている。

※ 医療健康課長は地域医療対策室長を兼務する。

①

②

主査 主任 主事 非常勤 計

（4） 健康福祉部　医療健康課

1.

（単位：人）

区分
課長
（室長）

主幹
（係長）

主幹 参事 副主幹

4 5 1 3 22人数 1 2 0 2 4

1 3地域医療対策室 1 1

4 4 1 3 18健康推進係 1 2 3

2. 歳入・歳出予算執行状況

歳 入 （単位：円、％）
予　　　算　　　科　　　目

予算現額 調定額 収入済額
執行率

衛生費負担金
9,696,000 1,347,200 1,337,400 13.8% 99.3%

款 項 目 対予算 対調定
12 分担金及び負
担金

2 負担金 3

2 国庫補助金 3

14 国庫支出金 1 国庫負担金 3

衛生費国庫補
助金 441,000 0 0

510,000 0 0
衛生費国庫負
担金

2 県補助金 3

15 県支出金 1 県負担金 3

衛生費県補助
金 2,431,000 0 0

255,000 0 0
衛生費県負担
金

18 繰入金 1 特別会計繰入
金

1

16 財産収入 1 財産運用収入 1

国民健康保険
特別会計繰入
金

19,728,000 0 0

1,133,000 1,133,435 1,133,435 100.0% 100.0%
財産貸付収入

103,712 1.0% 3.4%

206,000 0 0

5 雑入 3

20 諸収入 3 貸付金元利収
入

2 衛生費貸付金
収入

21 市債 1 市債 3 衛生債

雑入
10,407,000 3,049,243

20,400,000 0 0

合 計 65,207,000 5,529,878 2,574,547 4.0% 46.6%

歳 出 （単位：円、％）
予　　　算　　　科　　　目

予算現額 執行額
（支出負担行為額）

支出済額 予算残額 執行率

14,001,000 6,452,030 2,648,422 7,548,970 46.1 %

款 項 目
4 衛生費 1 保健費 1 保健総務費

74,428,000 37,840,331 35,722,003 36,587,669 50.8 %
2 保健事業費

57,111,000 15,289,761 15,162,081 41,821,239 26.8 %
3 予防費

28,184,000 10,023,949 10,005,269 18,160,051 35.6 %
4 母子保健事
業費

2,160,000 0 0 2,160,000 0.0 %
5 地域医療推
進費

760,675,000 756,672,350 176,236,995 4,002,650 99.5 %
5 病院費 1 病院事業費
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給料、職員手当等及び共済費を除く。

契約締結状況

　

① 発注形態別内訳

② 業務（工事）等の完了別内訳

財政的援助状況

指定管理業務状況 （平成27年度指定管理業務）

指定管理料返納額　　2,199,660

北秋田市民病院

160,551,000 110,000,000 110,000,000 50,551,000 68.5 %
2 診療諸費

%

（注）

3.

（単位：件、円）

区　　分 契約件数 契約額合計 備　　　　　考

合　　　　　　　　　　　計 1,097,110,000 936,278,421 349,774,770 160,831,579 85.3

随意契約によるもの

計

2,789,424

5,273,424

計 4 5,273,424

（単位：件、円）

区　　　　　分

一般（又は指名）競争入札によるもの

契約額

2,484,000

件数

1

3

4

主　な　も　の

保健センターボイラー取替工事　2,484,000

住民健項情報システム保守業務　2,041,200

4.

（単位：件、円）

補助金等交付件数 交付総額 主 な も の

2 130,000

5,273,424計 4

上
記
の
内

新規 0 0

継続

5.

（単位：件、円）

指定管理施設件数 指定管理料総額 指定管理者納付金総額 備 考

2 130,000
北秋田市結核予防婦人会活動費補助金　100,000

1 310,000,000 0

施 設 所 在 地 北秋田市下杉字上清水沢16番地29

指 定 管 理 期 間 平 成 22 年 4 月 1 日 ～ 平成 52 年 3月 31日 (30年間)

指 定 管 理 者 名 称 秋田県厚生農業協同組合連合会 所在地
秋田市八橋南2丁目10番16
号

予　　　算　　　科　　　目
予算現額 執行額

（支出負担行為額）
支出済額 予算残額 執行率

款 項

主　な　も　の

保健センターボイラー取替工事　2,484,000

住民健項情報システム保守業務　2,041,200

目

完成（完了）済のもの

未完成（未完了）のもの

561,600

（単位：件、円）

区　　　　　分 契約額件数

1

3 4,711,824

一般会計 4 5,273,424
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職員の配置・事務分担状況

※ 当課は、農業振興係及び林業振興係で構成されている。

①

②

（5） 産業部　農林課

1.

（単位：人）

区分 課長
主幹
（係長）

主幹 参事 副主幹

3 2 3 1 15人数 1 2 0 0 3

主査 主任 主事 非常勤 計

1 2 5林業振興係 1 1

3 1 1 1 9農業振興係 1 2

款 項 目 対予算 対調定
12 分担金及び負
担金

1 分担金 1

2. 歳入・歳出予算執行状況

歳 入 （単位：円、％）
予　　　算　　　科　　　目

予算現額 調定額 収入済額
執行率

5,962,000 4,550,117 4,408,739 74.0% 96.9%

2 手数料 4

13 使用料及び手
数料

1 使用料 5 農林水産業使
用料

農林水産業費
分担金 1,750,000 0 0

12,385,000 0 0

15 県支出金 2 県補助金 4

14 国庫支出金 2 国庫補助金 7 農林水産業費
国庫補助金

農林水産業手
数料 226,000 101,700 101,700 45.0% 100.0%

63,930,000 0 0

16 財産収入 2 財産売払収入 1

4 　　　　〃
（繰越明許費）

農林水産業費
県補助金 416,007,000 178,309,794 159,298,230 38.3% 89.3%

1,510,000 1,510,000 1,510,000 100.0% 100.0%

20 諸収入 4 受託事業収入 4

19 繰越金 1 繰越金 1 繰越金
（繰越明許費）

不動産売払収
入 5,514,000 21,186,123 21,186,123 384.2% 100.0%

1,714,000 278,517 278,517 16.3% 100.0%

21 市債 1 市債 4

5 雑入 3 雑入

農林水産業費
受託事業収入 2,441,000 0 0

7,000,000 0 0

合 計 556,939,000 205,936,251 186,783,309 33.5%

4 　　　　〃
（繰越明許費）

農林水産業債
38,500,000 0 0

5,381,000 2,101,893 2,101,893 3,279,107 39.1 %

款 項 目
6 農林水産業
費

1 農業費 2 農業総務費

90.7%

歳 出 （単位：円、％）
予　　　算　　　科　　　目

予算現額 執行額
（支出負担行為額）

支出済額 予算残額 執行率

63,930,000 52,660,000 46,925,000 11,270,000 82.4 %
3 　　　〃
（繰越明許費）

330,213,000 111,728,817 40,151,974 218,484,183 33.8 %
3 農業振興費

6,558,000 4,851,687 2,433,518 1,706,313 74.0 %
4 農業振興施
設運営費
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給料、職員手当等及び共済費を除く。

契約締結状況

　

① 発注形態別内訳

② 業務（工事）等の完了別内訳

83,016,000 68,320,898 5,286,026 14,695,102 82.3 %
5 畜産業費

予　　　算　　　科　　　目
予算現額 執行額

（支出負担行為額）
支出済額 予算残額 執行率

款 項

1,199,000 1,038,465 852,489 160,535 86.6 %
2 林業費 1 林業総務費

292,550,000 220,437,044 167,689,782 72,112,956 75.4 %
6 農地費

7,010,000 0 0 7,010,000 0.0 %
2 　　　〃
（繰越明許費）

53,720,000 32,728,993 17,571,581 20,991,007 60.9 %
2 林業振興費

7,230,000 6,492,522 5,738,452 737,478 89.8 %
4 林業施設管
理費

19,265,000 5,731,522 5,731,522 13,533,478 29.8 %
3 造林費

1,093,000 479,520 54,000 613,480 43.9 %
11 災害復旧費 1 農林水産業施

設災害復旧費
1 農業施設災
害復旧費

1,586,000 900,000 900,000 686,000 56.7 %
3 水産業費 1 水産業振興

費

400,000 0 0 400,000 0.0 %
2 林業施設災
害復旧費

1,500,000 950,400 950,400 549,600 63.4 %
1 　　　〃
（繰越明許費）

%

（注）

3.

（単位：件、円）

区　　分 契約件数 契約額合計 備　　　　　考

合　　　　　　　　　　　計 876,213,000 508,421,761 296,386,637 367,791,239 58.0

1,562,000 0 0 1,562,000 0.0 %
13 諸支出金 2 基金費 1 減債基金費

計 23 98,585,444

（単位：件、円）

一般会計 23 98,585,444

区　　　　　分 件数 契約額 主　な　も　の

有機センター堆肥舎新設工事　30,888,000

有機センター改修工事　11,016,00090,415,64014一般（又は指名）競争入札によるもの

ホイルローダ8ｔ級　12,420,000

（単位：件、円）

随意契約によるもの

計

区　　　　　分

9

23

8,169,804

98,585,444

件数 契約額 主　な　も　の

完成（完了）済のもの

計

7

23

18,137,040

98,585,444

有機センター改修工事　11,016,000

ホイルローダ8ｔ級　12,420,000

未完成（未完了）のもの 16 80,448,404

有機センター堆肥舎新設工事　30,888,000

目
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財政的援助状況

※ 補助金等交付件数は、交付事業（種別）件数を記載

指定管理業務状況 （平成27年度指定管理業務）

指定管理料支払対象施設 2

指定管理者納付金対象施設 0

①小ヶ田生活改善センター

②糠沢会館

③前山森林交流センター

④脇神森林交流センター

⑤掛泥交流センター

4.

（単位：件、円）

補助金等交付件数 交付総額 主 な も の

34 257,621,065

5.

（単位：件、円）

指定管理施設件数 指定管理料総額 指定管理者納付金総額 備 考

28 204,211,765

上
記
の
内

新規 6 53,409,300

継続
多面的機能支払交付金　166,554,549

指 定 管 理 者 名 称 小ヶ田自治会 所在地
北秋田市脇神字小ヶ田囲ノ
内112番地

施 設 所 在 地 北秋田市綴子字糠沢上谷地275番地

21 2,300,000 0

施 設 所 在 地 北秋田市脇神字小ヶ田中田110番地

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 前山自治会 所在地
北秋田市前山字カメ山下34
番地3

施 設 所 在 地 北秋田市脇神字脇神囲ノ内36番地2

施 設 所 在 地 北秋田市前山字カメ山下34番地3　

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 糠沢自治会 所在地
北秋田市綴子字糠沢上谷地
275番地

指 定 管 理 者 名 称 掛泥自治会 所在地
北秋田市綴子字古関128番
地3

施 設 所 在 地 北秋田市綴子字古関128番地3

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 脇神自治会 所在地
北秋田市脇神字脇神囲ノ内
36番地2

担い手確保・経営強化支援事業費補助金　46,925,000（繰越明許）
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⑥坊山交流センター

⑦南鷹巣交流センター

⑧ 今泉交流センター

⑨東根田多目的集会施設

⑩雪田多目的集会施設

⑪三木田多目的集会施設

⑫羽根山活性化施設

⑬摩当活性化施設

施 設 所 在 地 北秋田市小森字坊山52番地

指 定 管 理 者 名 称 南鷹巣自治会 所在地
北秋田市鷹巣字平崎上岱13
番地43

施 設 所 在 地 北秋田市今泉字大堤脇44番地

施 設 所 在 地 北秋田市鷹巣字平崎上岱13番地189

指 定 管 理 期 間 平 成 21 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 期 間 平 成 21 年 1 月 1 日 ～ 平成 30年 12月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 坊山自治会 所在地
北秋田市小森字坊山32番地
1

指 定 管 理 者 名 称 東根田自治会 所在地
北秋田市根田字屋布岱175
番地1

施 設 所 在 地 北秋田市鎌沢字雪田岱17番地2

施 設 所 在 地 北秋田市根田字屋布岱175番地1

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 期 間 平 成 22 年 7 月 1 日 ～ 平成 32 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 今泉自治会 所在地
北秋田市今泉字大堤脇44番
地

指 定 管 理 者 名 称 三木田部落 所在地
北秋田市三木田字三木田86
番地

施 設 所 在 地 北秋田市羽根山字屋布岱81番地

施 設 所 在 地 北秋田市三木田字家ノ上93、94番地

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 雪田自治会 所在地
北秋田市鎌沢字雪田岱17番
地2

指 定 管 理 者 名 称 摩当自治会 所在地
北秋田市三木田字摩当59番
地

施 設 所 在 地 北秋田市三木田字家ノ上43番地

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 羽根山自治会 所在地
北秋田市羽根山字屋布岱81
番地
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⑭桃栄多目的集会施設

⑮川井交流センター

⑯浦田交流センター

⑰神成交流センター

⑱幸屋交流センター

⑲北秋田市アグリハウス

⑳北秋田市戸鳥内地区地域特産品生産施設

 21北秋田市畜産経営環境整備施設

施 設 所 在 地 北秋田市上杉字硯川100番地

指 定 管 理 者 名 称 川井自治会 所在地
北秋田市川井字才ノ神29番
地1、30番地1

施 設 所 在 地 北秋田市浦田字浦田5番地1

施 設 所 在 地 北秋田市川井字才ノ神29番地1、30番地1

指 定 管 理 期 間 平 成 21 年 1 月 1 日 ～ 平成 30年 12月 31日 (10年間)

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 桃栄自治会 所在地 北秋田市上杉字硯川76番地

指 定 管 理 者 名 称 神成自治会 所在地
北秋田市阿仁前田字神成
145番地

施 設 所 在 地 北秋田市阿仁幸屋字菅ノ沢115番地1

施 設 所 在 地 北秋田市阿仁前田字神成67番地1

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 期 間 平 成 22 年 7 月 1 日 ～ 平成 32 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 浦田自治会 所在地
北秋田市浦田字家ノ後8番
地

指 定 管 理 者 名 称 秋田クマゲラ会 所在地
北秋田市米内沢字楢岱57番
地

施 設 所 在 地 北秋田市阿仁戸鳥内字家ノ前109番地1の内

施 設 所 在 地 北秋田市米内沢字楢岱57番地

指 定 管 理 期 間 平 成 25 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (5年間)

指 定 管 理 期 間 平 成 21 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 幸屋自治会 所在地
北秋田市阿仁幸屋字菅ノ沢
114番地1

施 設 所 在 地 北秋田市米内沢字大野岱3番地30

指 定 管 理 期 間 平 成 25 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (5年間)

指 定 管 理 期 間 平 成 20 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3月 31日 (10年間)

指 定 管 理 者 名 称 戸鳥内自治会 所在地
北秋田市阿仁戸鳥内字大葉
谷地15番地1

指 定 管 理 者 名 称 有限会社北秋田市有機センター 所在地
北秋田市米内沢字大野岱3
番地30
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職員の配置・事務分担状況

①

②

給料、職員手当等及び共済費を除く。

主査 主任 主事 非常勤 計

（6） 建設部　都市計画課

1.

（単位：人）

区分 課長
主幹
（係長）

主幹 参事 副主幹

1 2 1 2 9人数 1 1 0 0 1

1 2 1 2 8都市計画住宅係 1 1

2. 歳入・歳出予算執行状況

歳 入 （単位：円、％）
予　　　算　　　科　　　目

予算現額 調定額 収入済額
執行率

総務使用料
9,000 12,027 12,027 133.6% 100.0%

款 項 目 対予算 対調定
13 使用料及び手
数料

1 使用料 1

2 手数料 5

7

土木手数料
29,000 0 7,800 26.9% #DIV/0!

109,824,000 121,288,840 46,645,480 42.5% 38.5%
土木使用料

6

14 国庫支出金 2 国庫補助金 5

土木費県補助
金 37,000 0 0

157,250,000 0 0
土木費国庫補
助金

1,537,000 638,621 560,359 36.5% 87.8%

21 市債 1 市債 6

20 雑入 5 雑入 3 雑入

合 計 386,986,000 121,939,488 47,225,666 12.2% 38.7%

土木費
118,300,000 0 0

歳 出 （単位：円、％）
予　　　算　　　科　　　目

予算現額 執行額
（支出負担行為額）

支出済額 予算残額 執行率
款

916,000 672,820 664,900 243,180 73.5 %

項 目
8 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総

務費

17,052,000 10,661,909 9,209,508 6,390,091 62.5 %
2 公園管理費

53,786,000 31,094,631 20,999,822 22,691,369 57.8 %
5 住宅費 1 住宅総務費

23,282,000 13,825,041 4,570,139 9,456,959 59.4 %
2 住宅管理費

342,219,000 125,979,948 0 216,239,052 36.8 %
3 住宅建設費

%

（注）

合　　　　　　　　　　　計 437,255,000 182,234,349 35,444,369 255,020,651 41.7
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契約締結状況

　

① 発注形態別内訳

② 業務（工事）等の完了別内訳

財政的援助状況

※ 補助金等交付件数は、交付事業（種別）件数を記載

指定管理業務状況 （平成27年度指定管理業務）

該当なし

南鷹巣団地第１期（２号棟Ａ）建設工事　28,400,760

南鷹巣団地第１期（２号棟Ｂ）建設工事　27,827,280

一般（又は指名）競争入札によるもの 10 133,684,300

南鷹巣団地第１期（２号棟Ａ）建設工事　28,400,760

南鷹巣団地第１期（２号棟Ｂ）建設工事　27,827,280

未完成（未完了）のもの 15 139,016,874

南鷹巣団地第１期（１号棟Ｂ）建設工事　27,820,800

完成（完了）済のもの

（単位：件、円）

区　　　　　分 件数

6

契約額

4,763,340

主　な　も　の

南鷹巣団地第１期（１号棟Ａ）建設工事　28,512,000

南鷹巣団地第１期（１号棟Ｂ）建設工事　27,820,800

一般会計 21 143,780,214

3.

（単位：件、円）

区　　分 契約件数 契約額合計 備　　　　　考

計 21 143,780,214

（単位：件、円）

区　　　　　分 件数 契約額 主　な　も　の

南鷹巣団地第１期（１号棟Ａ）建設工事　28,512,000

計 21 143,780,214

随意契約によるもの

計

11

21

10,095,914

143,780,214

5.

4.

（単位：件、円）

補助金等交付件数 交付総額 主 な も の

7 18,408,600

上
記
の
内

新規 0 0

継続 7 18,408,600
住宅リフォーム支援事業補助金　17,905,000
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